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デイサービスセンター たついし 
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通所介護重要事項説明書 

（令和 ７年８月１日現在） 

 

１．当センターが提供するサービスについての相談窓口 

  電話番号 ０２７４－４２－７８６０ 

受付日  月曜日～土曜日(ただし、１２月３１日～１月２日までを除く) 

受付時間 午前９:００～午後５：００ 

  担  当 髙橋 友香 ・ 赤羽 奈保子 

 

２．デイサービスセンターたついしの概要 

 （１）提供できるサービスの種類と地域 

   名称 デイサービスセンターたついし 

所在地 群馬県藤岡市立石１４７１－１ 

介護保険指定番号 通所介護  （ １０７０９００９３９ 号） 

通常の事業の実施 

地域 

藤岡市、高崎市、児玉郡上里町、神川町 

   

＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

 （２）同センターの職員体制 

    常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 １名  サービス管理全般 １名 

生活相談員 １名 １名 生活上の相談等 ２名 

機能訓練指導員  ２名  ２名 

事務職員     

看

護 

看護師  １名  １名 

准看護師  １名  １名 

 

介

護

職

員 

社会福祉士     

介護福祉士 ２名 ２名  ４名 

１～２級修了者  ２名  ２名 

実務者研修修了者     

初任者研修修了者  １名  １名 

その他     

 



（３）同センターの設備の概要 

定員 ２０名 静養室 １室 １０．３５㎡ 

食堂兼機能訓練室 １室 ７０．３８㎡ 相談室 １室 

浴室 一般浴槽 送迎車 １台 

 

（４）営業時間 

月～土  午前８：３０～午後５：３０ 

（サービス提供時間 午前９：００～午後４：３０） 

日曜日 定休日 

    ＊ 緊急連絡先 ０２７４－４２－７８６０ 

 ＊ １２月３１日～１月２日までは休業します。 

 

３．サービス内容 

   通所介護計画に沿って、送迎・食事の提供・入浴介助・機能訓練その他必要な介護を行

います。 

 

４．料金 

 （１）利用料金 

  ① □ デイサービス利用料(通常規模型 ７時間以上８時間未満：１割負担の場合） 

   １日あたりの利用料金 １日あたりの自己負担額 

要介護１ ６，５８０円 ６５８円 

要介護２ ７, ７７０円 ７７７円 

要介護３ ９，０００円 ９００円 

要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 

要介護５ １１，４８０円 １，１４８円 

地域区分別一単位の単価：１０円  

□  デイサービス利用料(通常規模型７時間以上８時間未満：2 割負担の場合) 

 １日あたりの利用料金  １日あたりの自己負担額  

要介護１ ６，５８０円 １,３１６円 

要介護２ ７, ７７０円 １,５５４円 

要介護３ ９，０００円 １,８００円 

要介護４ １０，２３０円 ２,０４６円 

要介護５ １１，４８０円 ２,２９６円 

地域区分別一単位の単価：１０円 



□ デイサービス利用料(通常規模型 ７時間以上８時間未満：３割負担の場合） 

 １日あたりの利用料金  １日あたりの自己負担額  

要介護１ ６，５８０円 １,９７４円 

要介護２ ７, ７７０円 ２,３３１円 

要介護３ ９，０００円 ２,７００円 

要介護４ １０，２３０円 ３,０６９円 

要介護５ １１，４８０円 ３,４４４円 

                      地域区分別一単位の単価：１０円 

 

＊他、営業時間内の所要時間区分（サービス提供時間区分）に基づき算定いたします。 

 

②入浴介助加算（Ⅰ） 

□１割負担の場合：入浴１回あたり４００円。介護保険適用時の自己負担額は４０円。 

□２割負担の場合：入浴１回あたり４００円。介護保険適用時の自己負担額は８０円。 

□３割負担の場合：入浴１回あたり４００円。介護保険適用時の自己負担額は１２０円。 

③介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

   全ての利用者負担額に９．０％を乗じた金額になります。 

④通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に要する費用  

通常の事業の実施地域を越えた地点から片道５㎞毎に５０円(全額自己負担) 

⑤昼食代  ３５０円（おやつ代込み）（全額自己負担） 

⑥その他  上記の他、おむつ代（当事業所のおむつ使用時 1 枚１８０円）、レクリエー 

ション（内容が希望制の場合）にかかる費用は自己負担になります。 

 

（２）キャンセル料 

   お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

①ご利用日の前営業日午後５時までにご連絡いただいた場合 無料 

②ご利用日の当日午前８時までにご連絡いただいた場合 自己負担額分 

    

＊ご利用日が月曜日または休前日の場合ご注意ください。 

 

（３）支払方法 

   毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、末日までにお支払いください。 

お支払いいただきますと、領収書を発行します。 

   お支払方法は、（ 現金 ・ 振込 ）の中からご契約の際に選べます。 



５．サービスの利用方法 

 （１）サービスの利用開始 

    まず、お電話でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。 

    契約を結び、通所介護計画書を作成し、サービスの提供を開始します。 

    

＊居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談 

ください。 

 

 （２）サービスの終了 

   ① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

    サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 

② 当社の都合でサービスを終了する場合 

 人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がご

ざいます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ お客様が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当 

（自立）・要支援と認定された場合 

・ お客様がお亡くなりになった場合もしくは被保険者資格を喪失した場合 

④ その他 

 ・当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

お客様ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破

産した場合、お客様は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了す

ることができます。 

・お客様が、サービス利用料金の支払を２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告

したにもかかわらず３０日以内に支払わない場合、お客様が正当な理由なくサー

ビスの中止をしばしば繰り返した場合、お客様が入院もしくは病気等により、３

ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場

合、またはお客様やご家族などが当センターや当センターのサービス従業者に対

して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することに

より、即座に契約を終了させていただく場合がございます。 

 

 



６．緊急時の対応方法 

   サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、

救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

 

ご家族 氏名  

連絡先  

ご家族 氏名  

連絡先  

主治医 氏名  

連絡先  

 

７．事故発生時の対応 

   サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様に対応し応急処置、医療機関への搬

送等の措置を講じ、速やかにお客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業所等

に連絡を行います。 

   また、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、その原因を

解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

なお、当事業所の介護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合

は、速やかに損害賠償致します。ただし、損害の発生について、お客様に故意又は過失が

認められた場合、お客様の置かれている心身の状況等をから減額が相当と認められた場合

には、事業者の損害賠償責任は減じられます。 

 

８．非常災害対策 

   非常災害の発生に備え、避難経路及び協力機関等との連携方法を策定し、定期的に避難

誘導訓練を実施します。 

 

９．苦情等の窓口 

  ①通所介護に関する相談・要望・苦情等は、下記窓口までお申し出ください。 

 

 サービス相談窓口 

   電話番号 ： ０２７４－４２－７８６０ 

   担当者  ： 髙橋 友香 ・ 赤羽 奈保子 

   （受付時間 ９：００～１７：００） 

   



②その他 

   弊社以外に、市町村及び群馬県国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口に苦情を伝える

ことができます。 

   ・藤岡市役所健康福祉部介護高齢課           ０２７４－４０－２２９２ 

   ・富岡市保健福祉事務所地域支援係           ０２７４－６２－１５４１ 

・高崎市役所福祉部介護保険課介護サービス担当     ０２７－３２１－１２５０ 

   ・上里町役場高齢者いきいき課             ０４９５－３５－１２４３ 

   ・神川町役場保険健康課                ０４９５－７７－２１１３ 

   ・群馬県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情処理相談窓口  

０２７－２９０－１３２３ 

   ・埼玉県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情相談係  ０４８－８２４－２５６８ 

 

10. 第三者評価の実施状況 

   実施なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 通所介護の提供開始にあたり、ご利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項

を説明し交付しました。 

 

令和   年   月   日 

 

 事業者 

  所在地  群馬県藤岡市立石８５０番地 

  名 称  有限会社ガイア 

                 取締役  柳島 武       印 

 

        事業所 

  所在地  群馬県藤岡市立石１４７１－１ 

           名 称  デイサービスセンターたついし 

                （ １０７０９００９３９ 号） 

 

 

説明者 氏名                   印 

 

 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から通所介護について重要な事項の説明を受け、 

同意し受領しました。 

 

 

 

             利用者 住所 

 

                 氏名              印（自署印不要） 

 

 

代理人 住所 

 

                 氏名              印 

 

 

 

 

 利用者は、身体の状況により署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、私が 

利用者に代わりその署名を代筆しました。 

 

 

 

署名代筆者 住所 

 

                 氏名              印 

 

（関係：              ） 

 
 


